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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波内視鏡に設けられた処置具挿通用チャンネルの超音波内視鏡操作部の処置具挿通
口に設けられた口金部から挿入される、シース内に病変組織等の採取を行う針管を摺動自
在に挿通配置した処置具挿入部、及び当該処置具挿入部の基端部に配置され、前記針管を
生体組織に穿刺させる穿刺針操作部、を備える穿刺針と、
　筒状で、内部空間の開口側に設けられて前記口金部に配置される口金取り付け部及び前
記内部空間と外部とを連通して前記処置具挿入部が挿通される処置具挿通用貫通孔を有す
る鉗子栓外装部材、及び前記内部空間に配置される、弾性部材で形成されて前記処置具挿
通口を略気密に閉塞するとともに、前記処置具挿入部が挿通自在な連通部を有する複数の
弁部材、を備える超音波内視鏡用鉗子栓と、を具備する超音波内視鏡装置において、
　前記超音波内視鏡用鉗子栓は、前記鉗子栓外装部材に、前記穿刺針の操作部が当接して
着脱自在に配置される操作部取り付け部を備え、
　前記穿刺針は、該穿刺針の操作部の前記シース側に、前記穿刺針の操作部の前記操作部
取り付け部に対する一体的な固定、および該操作部取り付け部に一体に固設された前記穿
刺針の操作部の取り外しを可能にする連結部材を備えることを特徴とする超音波内視鏡装
置。
【請求項２】
　前記操作部取り付け部は、前記鉗子栓外装部材の前記処置具挿通用貫通孔側に設けたフ
ランジで構成される処置具操作部係止部と、前記処置具操作部係止部に対向する鍔部とを
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有し、
　前記連結部材は、スライド部材と、当該スライド部材に設けられ、前記スライド部材の
移動によって、前記処置具操作部係止部と前記鍔部との間に切り換え配置される係合孔、
及び係合解除孔とを有し、
　前記穿刺針の操作部は、前記係合孔を前記処置具操作部係止部と前記鍔部との間に配置
することにより、当該操作部の先端面が前記鍔部に当接して前記超音波内視鏡用鉗子栓に
一体的に固定されることを特徴とする請求項１に記載の超音波内視鏡装置。
【請求項３】
　前記操作部取り付け部は、前記鉗子栓外装部材の前記処置具挿通用貫通孔側の側面に設
けられた、前記内部空間と外部とを連通する複数の孔、又は、周状凹部で構成される係入
部を有し、
　前記連結部材は、前記係入部に配置される爪部を有する弾性連結部と、前記爪部を開閉
動作させる開閉動作部材と有し、
　前記穿刺針の操作部は、前記開閉動作部材を閉動作させることにより、前記爪部を前記
係入部に配置されて、前記超音波内視鏡用鉗子栓に一体的に固定されることを特徴とする
請求項１に記載の超音波内視鏡装置。
【請求項４】
　前記操作部取り付け部はルアー口金部であり、前記連結部材は前記ルアー口金部に配置
されるルアー口金であり、
　前記穿刺針の操作部は、前記ルアー口金を前記ルアー口金部に配置することにより、前
記ルアー口金と前記ルアー口金部とが係合して前記超音波内視鏡用鉗子栓に一体的に固定
されることを特徴とする請求項１に記載の超音波内視鏡装置。
【請求項５】
　前記穿刺針は、前記シースの操作部側外装に、当該穿刺針の操作部を前記超音波内視鏡
用鉗子栓に一体的に固定させたときに、その先端部が前記チャンネル内に配置される、操
作部支持パイプ部材を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載
の超音波内視鏡装置。　
【請求項６】
　前記処置具操作部係止部と前記鍔部とを有する鉗子栓外装部材は、
　前記処置具係止部の形状が前記口金部と同形状で、前記処置具操作部係止部と前記鍔部
との位置関係が前記口金部と前記超音波内視鏡の操作部との位置関係に一致することを特
徴とする請求項２に記載の超音波内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波内視鏡に設けられている処置具挿通口に配置されて、この処置具挿通
口を略気密に閉塞する内視鏡用鉗子栓と、この内視鏡用鉗子栓を介して処置具挿通口に挿
通される穿刺針とを備えた超音波内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、医療用として使用される内視鏡は、生体内に挿入される挿入部と、この挿入部
の基端部に設けられた操作部とで主に構成されている。前記挿入部の内部に処置具挿通チ
ャンネルを設けた内視鏡では、この処置具挿通チャンネルを介して生検鉗子などの処置具
を体腔内に導入することによって診断や処置等を行うことができる。
【０００３】
　前記挿入部内に配設される処置具挿通チャンネルの先端側は、挿入部の先端部に形成さ
れているチャンネル開口に連通し、基端側はチャンネル分岐部を経て一方が内視鏡操作部
の処置具挿通口に連通し、他方が吸引管路に連通している。前記吸引管路は口金やチュー
ブなどを介して吸引機へ接続される。
【０００４】
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　一般的に内視鏡検査では、体腔内の粘液など検査の支障となる液状物質を取り除くため
に吸引をかける必要があるが、処置具挿通開口から空気が吸引されてしまうと、チャンネ
ル開口から目的の粘液などを吸引できなくなる。このため、前記処置具挿通口には口金を
設け、この口金に気密弁を装着することによって処置具挿通開口からの空気漏れを防ぎ、
目的の粘液などを吸引できるようにしている。
【０００５】
　前記気密弁としては、例えば、特開昭６２－２７５４４７号公報に、内視鏡の処置具挿
通口を気密的に閉塞する閉塞膜を有し、この閉塞膜にスリットを形成した内視鏡用鉗子栓
が示されている。この内視鏡用鉗子栓では、このスリットを通じて鉗子等の処置具を気密
的に内視鏡の処置具挿通口に導入することが可能である。
【０００６】
　しかし、処置具の種類によっては、処置具の基端部に設けられている操作部を前記口金
部に一体に装着して使用するものがある。このような処置具を前記口金部に装着する際に
は、前記内視鏡用鉗子栓を口金部から一度取り外し、その後、この口金部に前記処置具の
操作部を装着して処置等を行わなければならない。そのため、繰り返し、処置具を使用す
る手技においては、前記口金部に対して、内視鏡用鉗子栓と処置具とを交互に取り付ける
作業が必要になり、術者にとって繁雑な作業であった。
【０００７】
　例えば、特開２００２－０１７６６５号公報には前記口金部への取付けが簡単で、かつ
確実な内視鏡用器具が示されている。この内視鏡用器具を使用することによって、前記口
金部に対して処置具の操作部を素早く着脱することが可能になる。
【特許文献１】特開昭６２－２７５４４７号公報
【特許文献１】特開２００２－０１７６６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記特開２００２－０１７６６５号公報に示されている内視鏡用器具を
、超音波用穿刺針に採用した場合、超音波用穿刺針の操作部を口金部へ着脱する作業につ
いての改善は図れるが、内視鏡用鉗子栓を口金部へ取り付け及び取り外しする作業の煩雑
性に関する問題は未解決の状態であり、検査時間の短縮のためにも改善が望まれている。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、穿刺針で穿刺を行うたびに、処置具
挿通口からの脱着作業を不要にした超音波内視鏡装置を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の超音波内視鏡装置は、超音波内視鏡に設けられた処置具挿通用チャンネルの超
音波内視鏡操作部の処置具挿通口に設けられた口金部から挿入される、シース内に病変組
織等の採取を行う針管を摺動自在に挿通配置した処置具挿入部、及び当該処置具挿入部の
基端部に配置され、前記針管を生体組織に穿刺させる穿刺針操作部、を備える穿刺針と、
筒状で、内部空間の開口側に設けられて前記口金部に配置される口金取り付け部及び前記
内部空間と外部とを連通して前記処置具挿入部が挿通される処置具挿通用貫通孔を有する
鉗子栓外装部材、及び前記内部空間に配置される、弾性部材で形成されて前記処置具挿通
口を略気密に閉塞するとともに、前記処置具挿入部が挿通自在な連通部を有する複数の弁
部材、を備える超音波内視鏡用鉗子栓と、を具備する超音波内視鏡装置であって、
　前記超音波内視鏡用鉗子栓は、前記鉗子栓外装部材に、前記穿刺針の操作部が当接して
着脱自在に配置される操作部取り付け部を備え、前記穿刺針は、該穿刺針の操作部の前記
シース側に、前記穿刺針の操作部の前記操作部取り付け部に対する一体的な固定、および
該操作部取り付け部に一体に固設された前記穿刺針の操作部の取り外しを可能にする連結
部材を備えている。
【００１２】
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　この構成によれば、超音波内視鏡用鉗子栓を処置具挿通口に取り付けることによって、
処置具挿通口は略気密に閉塞される。そして、この超音波内視鏡用鉗子栓を取り付けた状
態のままで、穿刺針を挿入し、その穿刺針の操作部を鉗子栓外装部材に設けた操作部取り
付け部に着脱させることができる。このときも、略気密状態が保持されたままとなる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、処置具を使用するたびに、処置具挿通口からの鉗子栓の脱着作業が不
要であるので、術者の負担を軽減できるとともに、検査時間の短縮を図れる内視鏡用鉗子
栓を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。  
　図１ないし図５は本発明の一実施形態に係り、図１は内視鏡装置の構成例を説明する図
、図２は鉗子栓の構成を説明する図、図３は鉗子栓と口金部との関係を説明する図、図４
は口金部に圧入配置されている鉗子栓に処置具を挿通する状態を説明する図、図５は口金
部に圧入配置されている鉗子栓に処置具の操作部を固設した状態を説明する図である。
【００１５】
　なお、図３（ａ）は口金部に鉗子栓を圧入配置させた状態を示す図、図３（ｂ）は鉗子
栓に設けたツマミ部及び切り込み溝を説明する図、図３（ｃ）は鉗子栓の口金取り付け部
を破断させた状態を説明する図である。
【００１６】
　図１に示すように本実施形態の内視鏡装置１は、例えば超音波内視鏡２と、内視鏡用鉗
子栓（以下、鉗子栓と略記する）３と、例えば超音波用穿刺針（以下、穿刺針と略記する
）４とで主に構成されている。
【００１７】
　前記超音波内視鏡２は、体腔内に挿入される細長の挿入部２ａと、この挿入部２ａの基
端に位置する操作部２ｂと、この操作部２ｂの側部から延出するユニバーサルコード２ｃ
とで主に構成されている。このユニバーサルコード２ｃの基端部には図示しない光源装置
に接続される内視鏡コネクタが設けられている。この内視鏡コネクタからは図示しない超
音波観測装置に接続される超音波ケーブルが延出している。
【００１８】
　前記挿入部２ａは、先端側から順に先端硬質部２１、湾曲部２２、可撓管部２３を連設
して構成されている。前記先端硬質部２１の先端には例えば超音波を送受する複数の圧電
素子を配列して構成したコンベックス型の超音波振動子を備えた超音波振動子部２４が配
設されている。
【００１９】
　前記操作部２ｂには前記湾曲部２２を所望の方向に湾曲動作させるためのアングルノブ
２５と、送気及び送水操作を行うための送気・送水ボタン２６ａ、吸引操作を行うための
吸引ボタン２６ｂ、前記超音波用穿刺針４等の処置具を体腔内に導入するための処置具挿
通口２７が設けられている。符号２８は口金部であり、この口金部２８に前記鉗子栓３が
取り付けられるようになっている。
【００２０】
　前記処置具挿通口２７は、前記挿入部２ａ内に設けられている図示しない処置具挿通用
チャンネルに連通する開口部である。この処置具挿通口２７及び処置具挿通用チャンネル
を介して挿通された処置具は先端硬質部２１に形成されている図示しない鉗子出口から突
出される。
【００２１】
　また、処置具挿通用チャンネルの基端側には図示しない分岐部があり、一方が前述の処
置具挿通口２７へ、他方が図示しない吸引管路へ連通している。
【００２２】
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　図２に示すように前記鉗子栓３は、弾性を有する樹脂部材で形成した略筒状の鉗子栓外
装部材（以下、外装部材と略記する）３ａと、合成ゴムや弾性を有する樹脂部材等の弾性
部材で形成した略管状の第１弁部材である気密閉塞部材３ｂと、合成ゴムや弾性を有する
樹脂部材等の弾性部材で形成した略管状の第２弁部材である処置具密着部材３ｃとで構成
されている。
【００２３】
　前記外装部材３ａには前記超音波内視鏡２の処置具挿通口２７に設けられている口金部
２８に配置される口金取り付け部３１と、操作部取り付け部３０を構成する前記穿刺針４
の後述する操作部が着脱自在に取り付け可能な、鉗子栓外装部材３ａの上部側外周側部に
突出したフランジ部で構成された、処置具操作部係止部（以下、処置具係止部と略記する
）３２及びこの処置具係止部３２に取り付けられた操作部の先端面が当接配置される鍔部
３３を有して構成されている。
【００２４】
　また、この外装部材３ａの前記処置具係止部３２を有する上面部略中央部には内部空間
部３４に連通する処置具挿入用貫通孔（以下、貫通孔と略記する）３５が形成されている
。
【００２５】
　前記内部空間部３４は、弁部材配置空間３４ａと口金配置空間３４ｂとで構成され、前
記内部空間部３４の内周面所定位置には第１凸部３６ａ及び第２凸部３６ｂが形成されて
いる。前記第１凸部３６ａは前記気密閉塞部材３ｂ及び前記処置具密着部材３ｃを前記弁
部材配置空間３４ａ内に配置保持するための凸部であり、例えば球面状に形成されている
。一方、前記第２凸部３６ｂは、前記口金部２８から鉗子栓３が脱落することを防止する
ための凸部であり、前記口金部２８の段部２８ａに対して所定の弾性力によって密着固定
する構成になっている。
【００２６】
　前記気密閉塞部材３ｂにはＯリング状部３７ａと連通部であるスリット３７ｂを有する
閉塞部３７ｃとが設けられている。前記Ｏリング状部３７ａの内径寸法は、後述する操作
部支持パイプ部材の外径寸法より小径に形成してある。前記スリット３７ｂは、前記閉塞
部３７ｃの略中央部に、例えば前記操作部支持パイプ部材が挿通するように形成されてい
る。
【００２７】
　前記処置具密着部材３ｃには例えば前記操作部支持パイプ部材が挿通する小孔３８ａを
有する仕切部３８が設けられている。この小孔３８ａの内径寸法は、前記処置具の挿入部
の外径寸法より小径に形成してある。
【００２８】
　そして、前記気密閉塞部材３ｂ及び処置具密着部材３ｃを前記前記弁部材配置空間３４
ａ内に配設した状態のとき、前記スリット３７ｂは気密閉塞部材３ｂの有する弾性力によ
って密着状態になって、閉塞状態を保持している。
【００２９】
　前記鉗子栓３は、矢印に示すように口金部２８に対して圧入することによって、図３（
ａ）に示すように前記口金部２８に対して一体的に固設される。この固設状態のとき、前
記鉗子栓３の前記口金配置空間３４ｂに形成されている第２凸部３６ｂの弾性力によって
この鉗子栓３は脱落することなく前記口金部２８に確実に固設される。このことによって
、後述するようにこの鉗子栓３を介して処置具の挿抜を自在に行える。
【００３０】
　図３（ｂ）に示すように前記鉗子栓３を構成する口金取り付け部３１の例えば下部外周
側部にはこの側部より突出したツマミ部３９が設けられている。このツマミ部３９の両側
には前記鍔部３３に至る切り込み溝３１ａが形成されている。
【００３１】
　図３（ｃ）に示すように前記口金部２８に圧入されている鉗子栓３を取り外す際、前記
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ツマミ部３９を把持し、このツマミ部３９を前記鍔部３３方向に引き上げる。このことに
よって、前記鉗子栓３を構成する口金取り付け部３１の一部が前記切り込み溝３１ａに沿
って破断される。すると、前記第２凸部３６ｂの弾性力による前記鉗子栓３の前記口金部
２８への固定状態が解除されて、この口金部２８から前記鉗子栓３を容易に取り外すこと
ができる。そして、前記口金部２８から取り外された鉗子栓３においては、口金取り付け
部３１の一部が破断されていることによって、再使用不能な状態になる。
【００３２】
　前記図１に示すように前記穿刺針４は、前記超音波内視鏡２の図示しない処置具挿通用
チャンネルに挿入される処置具挿入部４１と、この処置具挿入部４１の基端部に配置され
た把持部を兼ねる操作部４２とで主に構成されている。
【００３３】
　前記処置具挿入部４１は、外装を構成するシース４３と、このシース４３内に摺動自在
に配置される図示しない針管及びスタイレットとを備えて構成されている。  
　前記針管は生体組織に穿刺されて病変組織等の採取を行うものであり、前記シース４３
内に進退自在に挿通配置される。この針管は細長で薄肉の例えばステンレスパイプで形成
されている。また、前記スタイレットは前記針管の先端部内に採取された病変組織等を押
し出すとき等に使用され、前記針管内に進退自在に挿通配置される。このスタイレットは
、細長な例えばステンレス棒状部材で形成されている。
【００３４】
　一方、前記操作部４２は、操作部本体４４と、スライダ４５と、スタイレット操作部４
６とで主に構成されている。  
　前記操作部本体４４の先端部には前記超音波内視鏡２の操作部２ｂに設けられている口
金部２８に対して素早く一体的に固設することを可能にする連結部材である取り付け部材
４７が設けられている。この取り付け部材４７には係合孔４７ｂと係合解除孔４７ｃとを
有する移動自在な構成のスライド部材４７ａが備えられている。また、前記操作部本体４
４の先端部からは前記処置具挿通口２７を介して操作部２ｂのチャンネル孔（図２の符号
２７ａ）内に挿通配置される例えばステンレスパイプ製の操作部支持パイプ部材４８が突
設されている。
【００３５】
　なお、この操作部支持パイプ部材４８は、処置具の操作部を鉗子栓３を介して操作部２
ｂに対して安定的に固設させる必要のある構成においてのみ設けられるものである。また
、符号４９はストッパ部である。このストッパ部４９は前記操作部本体４４に対して摺動
自在に配置されるようになっている。具体的にはこのストッパ部４９を構成するストッパ
本体４９ａを所望する位置に配置させた状態で、固定ネジ４９ｂを締結状態にすることに
よって、前記ストッパ部４９が所望の位置に固定されて、前記スライダ４５の突出距離、
例えばＬが設定される。
【００３６】
　上述のように構成した内視鏡装置１の作用を説明する。  
　まず、図３（ａ）に示したように鉗子栓３を口金部２８に圧入配置する。このとき、前
記気密閉塞部材３ｂのスリット３７ｂは弾性力によって密着されているので、超音波内視
鏡２の処置具挿通用チャンネル内は外部に対して閉塞状態になっている。
【００３７】
　次に、図４に示すように前記穿刺針４の挿入部４１を構成するシース４３を貫通孔３５
、チャンネル孔２７ａを介して前記処置具挿通用チャンネル内に挿通させてていく。この
とき、前記シース４３は、前記スリット３７ｂ、小孔３８ａの弾性力に抗して、これらス
リット３７ｂ及び小孔３８ａを通過して、前記チャンネル孔２７ａ内に導かれていく。こ
の挿通状態において、前記シース４３の外周面には前記スリット３７ｂ及び前記小孔３８
ａの内周面が密着した状態になる。
【００３８】
　次いで、さらに前記シース４３を挿通させていく。このことによって、前記操作部支持
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パイプ部材４８が前記Ｏリング状部３７ａの付勢力、スリット３７ｂの付勢力、小孔３８
ａの付勢力に抗して、チャンネル孔２７ａ内に配置される。その後、前記スライド部材４
７ａの係合解除孔４７ｃが処置具係止部３２を通過して、前記穿刺針４の操作部４２の先
端面が前記鍔部３３に当接した状態になる。
【００３９】
　ここで、前記スライド部材４７ａを移動させて、前記処置具係止部３２と前記鍔部３３
との間に係合解除孔４７ｃの代わりに係合孔４７ｂを配置させる。このことによって、図
５に示すように前記穿刺針４の操作部４２が前記鉗子栓３に一体的に固定される。この固
定状態のとき、安定した穿刺を行える。
【００４０】
　この穿刺針４による穿刺を完了したなら、前記スライド部材４７ａを移動させて前記処
置具係止部３２と前記鍔部３３との間に再び係合解除孔４７ｃを配置させ、穿刺針４の操
作部４２を鉗子栓３から取り外すとともに、前記挿入部４１を前記処置具挿通用チャンネ
ル内から抜去して、検体の採取を行う。このとき、前記鉗子栓３を口金部２８に圧入配置
させたままの状態にしておく。
【００４１】
　そして、前記鉗子栓３を前記操作部２ｂの口金部２８に圧入配置させた状態で、穿刺針
４の処置具挿通用チャンネル内への挿入及び抜去を繰り返し行って、複数箇所の検体の採
取を行える。
【００４２】
　このように、鉗子栓を筒状の外装部材と、この外装部材の内部空間部内に配置される気
密閉塞部材及び処置具密着部材とで構成し、前記外装部材に口金部に取り付けるための口
金取り付け部及び処置具の操作部を取り付けるための処置具係止部と鍔部とを設けたこと
によって、この鉗子栓の口金取り付け部を操作部の処置具挿通口に設けられている口金部
に圧入することによって、この鉗子栓を確実に口金部に圧入配置することができるととも
に、この鉗子栓を口金部に圧入配置させた状態で処置具に設けられている操作部の取り付
け及び取り外しを行うことができる。
【００４３】
　このことによって、鉗子栓を操作部から脱着させる作業を行うことなく、この鉗子栓を
介して処置具の処置具挿通用チャンネル内への挿入を繰り返し、容易に行える。
【００４４】
　また、鉗子栓にツマミ部及び切り込み溝を設けことによって、このツマミ部を引き上げ
て、口金取り付け部を破断することによって、口金部に圧入配置されている鉗子栓を容易
にこの口金部から取り外すことができるとともに、口金取り付け部が破断されて口金部か
ら取り外された鉗子栓が再使用されることを確実に防止することができる。
【００４５】
　さらに、処置具の操作部に、操作部のチャンネル孔内に配置される、操作部支持パイプ
部材を設けたことによって、鉗子栓が弾性部材で形成されているにもかかわらず、この鉗
子栓に配設された処置具の操作部を安定した状態で操作部に対して固設することができる
。
【００４６】
　なお、鉗子栓及び連結部材の構成は上述した実施形態に限定されるものではなく、図６
ないし図１０に示すような構成であっても上述と同様の作用及び効果を得ることができる
。  
　ここで、図６は鉗子栓及び連結部材の他の構成を説明する図、図７は鉗子栓と連結部材
との連結固定状態を説明する図、図８は鉗子栓及び連結部材の別の構成を説明する図、図
９は鉗子栓及び連結部材のまた他の構成を説明する図、図１０は口金部に配設された鉗子
栓と連結部材との関係を説明する図であり、図８（ａ）は鉗子栓を説明する断面図、図８
（ｂ）は鉗子栓と連結部材との連結固定状態を説明する図、図１０（ａ）は鉗子栓を口金
部に配設した状態を示す図、図１０（ｂ）は口金部に場移設された鉗子栓と連結部材との
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連結固定状態を説明する図である。
【００４７】
　まず、図６及び図７を参照して鉗子栓及び連結部材の他の構成を説明する。  
　図６に示すように本実施形態においては、鉗子栓３Ａを構成する外装部材３ｄの上方側
外周面に処置具取り付け部となる複数の穴部、複数の透孔、或いは周状凹部等の係入部５
１を設ける一方、前記穿刺針４の操作部４２に設ける連結部材を爪部５２ａを有する弾性
連結部５２と、前記爪部５２ａを開状又は閉状態に開閉動作させる開閉動作部材５３とで
構成している。その他の構成は上述した実施形態と同様であり、同部材には同符号を付し
て説明を省略する。
【００４８】
　図７に示すように口金部２８に圧入配置されている鉗子栓３Ａの係入部５１に、前記穿
刺針４の操作部４２に設けられている弾性連結部５２の爪部５２ａを配置し、前記開閉動
作部材５３を破線に示す位置から実線に示す位置まで移動させる。このことによって、前
記弾性連結部５２の爪部５２ａが前記係入部５１に配置されて、前記穿刺針４の操作部４
２が前記鉗子栓３Ａを介して操作部２ｂに一体的に固設される。
【００４９】
　なお、前記係入部５１を少なくとも等間隔で３つ設けることによって、前記操作部４２
を鉗子栓３Ａを介して前記操作部２ｂに安定した状態で固定することができる。
【００５０】
　次に、図８（ａ）及び図８（ｂ）を参照して鉗子栓及び連結部材の別の構成を説明する
。  
　図８（ａ）に示すように本実施形態においては、鉗子栓３Ｂを構成する外装部材３ｅの
図中上部に処置具取り付け部としてルアー口金部５４を設ける一方、前記穿刺針４の操作
部４２に設ける連結部材をルアー口金５５としている。その他の構成は上述した実施形態
と同様であり、同部材には同符号を付して説明を省略する。
【００５１】
　図８（ｂ）に示すように口金部２８に圧入配置されている鉗子栓３Ｂのルアー口金部５
４に対して、前記穿刺針４の操作部４２に設けられているルアー口金５５を配置する。こ
のことによって、前記ルアー口金部５４に前記ルアー口金５５が一体に配置されて、前記
穿刺針４の操作部４２が前記鉗子栓３Ｂを介して操作部２ｂに一体的に固設される。
【００５２】
　次いで、図９ないし図１０（ｂ）を参照して鉗子栓及び連結部材のまた他の構成を説明
する。  
　図９に示すように本実施形態においては、鉗子栓３Ｃを構成する外装部材３ｆに形成す
る処置具係止部３２の形状を前記口金部２８と同形状に形成するとともに、この外装部材
３ｆに形成する処置具係止部３２と鍔部３３との位置関係を前記口金部２８と操作部２ｂ
との位置関係と同様に設定している。その他の構成は上述した実施形態と同様であり、同
部材には同符号を付して説明を省略する。
【００５３】
　図１０（ａ）に示すように口金部２８に鉗子栓３Ｃを圧入配置させることによって、操
作部２ｂには前記口金部２８の代わりに、この口金部２８と同様の処置具係止部３２を備
えた鉗子栓３Ｃが配置される。
【００５４】
　したがって、図１０（ｂ）に示すように、例えば、元々内視鏡の口金部２８に直接取り
付けるように構成した取り付け部材４７を備えた操作部４２を、鉗子栓３Ｃを介して、前
記口金部２８に取り付けることができる。このことによって、前記穿刺針４の操作部４２
が前記鉗子栓３Ｃを外すことなく操作部２ｂに一体的に固設される。
【００５５】
　なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々変形実施可能である。
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【００５６】
　［付記］
　以上詳述したような本発明の上記実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００５７】
（１）内視鏡に設けられた処置具挿通口に配置されて、この処置具挿通口を略気密に閉塞
する内視鏡用鉗子栓であって、
　前記処置具挿通口に配置される取り付け部を有する鉗子栓外装部材に、処置具の操作部
を着脱自在にする処置具操作部係止部を設けた内視鏡用鉗子栓。
【００５８】
（２）内視鏡の処置具挿通口に配置される取り付け部及び前記処置具挿通口を介して導入
される処置具の基端部に設けられた操作部が着脱自在な処置具操作部係止部を備えた筒状
の鉗子栓外装部材と、
　この鉗子栓外装部材の内部空間に配置される弾性部材で形成され、前記処置具挿通口を
略気密に閉塞するとともに、前記処置具が挿通自在な連通部を有する弁部材と、
　　を具備する内視鏡用鉗子栓。
【００５９】
（３）前記鉗子栓外装部材は所定の弾性を有する樹脂部材で形成される付記２に記載の内
視鏡用鉗子栓。
【００６０】
（４）前記弁部材はゴム部材で形成される付記２に記載の内視鏡用鉗子栓。
【００６１】
（５）前記処置具操作部係止部は、前記鉗子栓外装部材の外周部に設けた少なくとも１つ
以上のフランジ部である付記１ないし付記３のいずれか１つに記載の内視鏡用鉗子栓。
【００６２】
（６）前記処置具操作部係止部は、凹部若しくは穴部である付記１ないし付記３のいずれ
か１つに記載の内視鏡用鉗子栓。
【００６３】
（７）前記処置具操作部係止部は、ルア口金形状である付記１ないし付記３のいずれか１
つに記載の内視鏡用鉗子栓。
【００６４】
（８）前記処置具操作部係止部を、内視鏡の処置具挿通口を構成する口金部と略同一形状
に構成した付記１ないし付記３のいずれか１つに記載の内視鏡用鉗子栓。
【００６５】
（９）処置具挿通口を有する内視鏡と、前記処置具挿通口に着脱自在に配置される操作部
を有する処置具と、前記処置具挿通口に配置されてこの処置具挿通口を略気密に閉塞する
内視鏡用鉗子栓とを具備する内視鏡装置において、
　前記内視鏡用鉗子栓に、前記処置具の操作部を着脱自在にする処置具操作部係止部を設
けたことを特徴とする内視鏡装置。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１ないし図５は本発明の一実施形態に係り、図１は内視鏡装置の構成例を説明
する図
【図２】鉗子栓の構成を説明する図
【図３】鉗子栓と口金部との関係を説明する図
【図４】口金部に圧入配置されている鉗子栓に処置具を挿通する状態を説明する図
【図５】口金部に圧入配置されている鉗子栓に処置具の操作部を固設した状態を説明する
図
【図６】鉗子栓及び連結部材の他の構成を説明する図
【図７】鉗子栓と連結部材との連結固定状態を説明する図
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【図８】鉗子栓及び連結部材の別の構成を説明する図
【図９】鉗子栓及び連結部材のまた他の構成を説明する図
【図１０】口金部に配設された鉗子栓と連結部材との関係を説明する図
【符号の説明】
【００６７】
　　３…鉗子栓　　
　　３ａ…外装部材　　
　　３ｂ…気密閉塞部材　　
　　３ｃ…処置具密着部材　　
　　３０…操作部取り付け部
　　３１…口金取り付け部　　
　　３２…処置具係止部
　　３３…鍔部
　　３６ａ…第１凸部
　　３６ｂ…第２凸部
　　３７ｂ…スリット
　　３８ａ…小孔
　代理人　　弁理士　　伊藤　進

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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摘要(译)

要解决的问题：为内窥镜提供镊子插头，在每次使用治疗工具时，通过
治疗工具插入开口取消镊子插头的连接和拆卸工作，以减轻操作员的负
担并减少检查时间。解决方案：该钳子栓3由外面构件3a，气密封闭构件
3b和处理工具接触构件3c组成。外面构件3a设置有接口装配部分31，该
接口装配部分31设置在设置在超声波内窥镜2和操作部分装配部分30中的
接口部分28中。第一突出部分36a和第二突出部分36b形成在内部空间
中。第二突出部分36是用于防止镊子插头从衔嘴部分28滑落的突出部
分。气密阻挡构件3b设置有具有狭缝37b的阻挡部分37c。镊子插头3被
压入一体地设置在接口管部件28上。在这种布置状态下，治疗工具可以
通过镊子插头3自由地插入和移除。
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